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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２の規定に基づ

き、平成27年１月20日に提出しました臨時報告書の記載事項について、平成27年２月26日開催の当社取締役会におい

て、当社を承継会社として、①当社の連結子会社である日本アジアホールディングズ株式会社を分割会社とする同社

の子会社管理事業に関して有する権利義務を承継対象とする吸収分割、②当社の連結子会社である国際航業ホール

ディングス株式会社を分割会社とする同社の子会社管理事業に関して有する権利義務を承継対象とする吸収分割、③

当社の連結子会社であるＪＡＧ国際エナジー株式会社を分割会社とする同社の子会社管理事業及び投資管理事業に関

して有する権利義務を承継対象とする吸収分割、及び④当社の連結子会社である国際ランド＆ディベロップメント株

式会社を分割会社とする同社の不動産所有事業に関して有する権利義務を承継対象とする吸収分割をそれぞれ中止す

ることを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　平成27年１月20日提出　臨時報告書

　

３ 【訂正箇所】

臨時報告書の取り下げ。
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